
議案第９５号 

平成３０年７月豪雨に伴う災害関連緊急がけ崩れ対策事業分担金徴収条例

の制定について 

 標記条例を次のように制定する。 

  平成３０年１２月４日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

平成３０年７月豪雨に伴う災害関連緊急がけ崩れ対策事業分担金徴収条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、八幡浜市が行う災害関連緊急がけ崩れ対策事業に要する経

費に充てるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４条の規定に

基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （八幡浜市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例の準用） 

第２条 八幡浜市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例（平成１８年条例第５５

号）第２条から第６条までの規定は、前条の規定による分担金について準用す

る。この場合において、同条例第２条中「分担金は、愛媛県がけ崩れ防災対策

事業補助金交付要綱に基づき」とあるのは「災害関連緊急がけ崩れ対策事業分

担金（以下「分担金」という。）は、平成３０年度愛媛県災害関連緊急がけ崩

れ対策事業補助金交付要綱に基づき」と、同条第１号中「事業」とあるのは「災

害関連緊急がけ崩れ対策事業」と読み替えるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （この条例の失効） 

２ この条例は、平成３２年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日ま

でにこの条例の規定に基づき行われた分担金の決定に係る事案については、同

日後もなお従前の例による。 

 

提案理由 

  平成３０年７月豪雨に伴い実施する災害関連緊急がけ崩れ対策事業に関し、

受益者分担金の徴収の特例措置を講ずるため。
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